
輸出検疫
証明書衛⽣

証明書
（卵製品）

育雛農家

輸出事業者

保健所 動物検疫所

輸出検疫
証明書

輸出

家畜保健衛⽣所

EU等向け認定施設
（卵製品製造施設）

EU等向け卵製品の輸出要件の確認体制（国内で生産された原料卵を使用し、GPセンターを経由する場合）

EU等向け登録
養鶏農家

チェックリスト

STEP 0
原料卵の生産農場登録
GP施設認定
卵製品工場の施設認定

STEP 1
原料卵の出荷時に
家畜保健衛生所が
確認書を発行

STEP ３
卵製品の出荷時に
保健所が衛生証明書を
発行

STEP ４
卵製品の輸出時に
動物検疫所が
輸出検疫証明書を発行

【農場登録について】

・農家が要件チェックリス
トに従って確認

・都道府県の畜産主務課
（家畜保健衛生所）が
チェックリストの内容に
ついて現地で確認

（農場登録は国が行う）

【農場の確認について】

・農家が要件チェックリスト
に従って確認し、家畜保健
衛生所に提出

・家畜保健衛生所がチェック
リストの内容を確認し、農
家に対して確認書を発行

・原料卵の出荷者が
STEP1で発行された
確認書の写しを添付し
て保健所に原料卵の衛
生証明書の発行を申請

・保健所が申請内容と荷
口の確認を行い、原料
卵の衛生証明書を発行

・卵製品の出荷者/輸出
事業者がSTEP1で発
行された確認書の原本、
STEP３で発行された
卵製品の衛生証明書の
写しを添付して動物検
疫所に輸出検査を申請

・動物検疫所が申請内容
の確認を行い、輸出検
疫証明書を発行

衛⽣
証明書

（原料卵）

確認書

EU等向け認定施設
（GPセンター）

保健所

確認書
（写）

STEP 2
保健所が
原料卵の衛生証明書
を発行

・卵製品の出荷者が
STEP２で発行された衛
生証明書を添付して保
健所に卵製品の衛生証
明書の発行を申請

・保健所が申請内容と荷
口の確認を行い、卵製
品の衛生証明書を発行

確認書
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輸出検疫
証明書衛⽣

証明書
（卵製品）

育雛農家

輸出事業者

保健所 動物検疫所

輸出検疫
証明書

輸出

家畜保健衛⽣所

EU等向け認定施設
（卵製品製造施設）

EU等向け卵製品の輸出要件の確認体制（国内で生産された原料卵を使用し、GPセンターを経由しない場合）

EU等向け登録
養鶏農家

チェックリスト

STEP 0
原料卵の生産農場登録
卵製品工場の施設認定

STEP 1
原料卵の出荷時に
家畜保健衛生所が確認書を発行

STEP 2
卵製品の出荷時に
保健所が衛生証明書を発行

STEP 3
卵製品の輸出時に
動物検疫所が
輸出検疫証明書を発行

【農場登録について】

・農家が要件チェックリス
トに従って確認

・都道府県の畜産主務課
（家畜保健衛生所）が
チェックリストの内容に
ついて現地で確認

（農場登録は国が行う）

【農場の確認について】

・農家が要件チェックリストに従っ
て確認し、家畜保健衛生所に提出

・家畜保健衛生所がチェックリスト
の内容を確認し、農家に対して確
認書を発行

・卵製品の出荷者がSTEP1で発
行された確認書の写しを添付し
て保健所に卵製品の衛生証明書
の発行を申請

・保健所が申請内容と荷口の確認
を行い、卵製品の衛生証明書を
発行

・卵製品の出荷者/輸出事業者が
STEP1で発行された確認書の原
本、STEP2で発行された卵製品
の衛生証明書の写しを添付して動
物検疫所に輸出検査を申請

・動物検疫所が申請内容の確認を
行い、輸出検疫証明書を発行

確認書写

確認書

確認書
（写）
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原料卵の農場登録及び出荷時の確認手続きフロー

STEP 0
原料卵の生産農場登録
GPセンターを経由する
場合はGP施設認定
卵製品工場の施設認定

STEP 1
原料卵の出荷時に
家畜保健衛生所が
確認書を発行

【農場登録について】

・農家が要件チェックリストに従って確認

・都道府県の畜産主務課（家畜保健衛生
所）がチェックリストの内容について現
地で確認

（農場登録は国が行う）

【農場の確認について】

・農家が要件チェックリストに従って
確認

・家畜保健衛生所がチェックリストの
内容を確認し、農家に対して確認
書を発行

登録を希望する旨を
チェックリストを添えて届出

チェックリストの内容を
現地確認

生産農場登録申請
（別紙様式２－１－➁）

生産農場登録番号通知
（別紙様式２－２－➁）

出荷の都度
チェックリストを提出

ＥＵ等向け卵製品原料卵に
関する確認書原本
（別紙様式６－４）

農家

都道府県
畜産主務課

家畜保健衛生所

都道府県
畜産主務課

農林水産省
動物衛生課

都道府県
畜産主務課

（家畜保健衛生所）
又は

委託した民間獣医師

農家

農家 家畜保健衛生所

ＥＵ等向け卵製品
原料卵に関する
確認書写しは
３年以上保管

年に１回以上、登録要件を満たす
ことの確認（チェックリストの提出

指示、現地確認）
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